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阿蘇郡高森町農業委員会議事録 

 

１、 開催日時：令和７年１１月１０日（月） 

午後２時００分から午後３時００分 

 

２、 開催場所：高森町役場 庁舎２階 第１・２委員会室 

 

３、出席委員 

1 番 松岡 浩吉 2 番 中川 浩志 3 番  

4 番 冨永 安弘 5 番 住吉 栄男 6 番 杉田 年徳 

7 番 瀬井 悦老 8 番 津留 孝二 9 番 野尻 昭生 

10 番 芹口 民雄 11 番  12 番 篠田 晶子 

13 番 中川 和子 14 番 安藤 吉孝   

 

４、欠席委員  ３番 後藤 賢治 

 

５、議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名に関する件 

第２ 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

第３ 農地法第３条第１項の規定による許可申請に関する件 

第４ 農地法第５条第１項の規定による許可申請に関する件 

第５ 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利

用集積等促進計画（配分）（案）の承認について 

【中間管理・農地バンク一括方式】 

６、農業委員会事務局職員  

    局長   欠 席 

    係長  今村 翔太 

 参事  後藤 健一 
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事 務 局 皆さん、こんにちは。 

本日、事務局長は、第４回臨時議会に出ておりますので、総会に

出席できません。 

代わりまして、事務局より総会の進行をさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

では、令和７年度第８回高森町農業委員会総会を開会いたしま

す。 

まず、３番委員より欠席届が出ております。 

よって、本日は高森町農業委員１３名中１２名が出席されておら

れます。 

農業委員会会議規則第６条の規定により、過半数以上の出席を得

ておりますので総会が成立することを御報告いたします。 

それでは、芹口会長に御挨拶をよろしくお願いいたします。 

 

会  長 皆さん、こんにちは。 

お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

秋の取り入れも大体皆終わったのではないかなと、思っておりま

す。 

また、山を見ますと大分紅葉が色づき始めて、これから一雨ごと

にだんだん寒くなっていくのではないかなというふうに思っており

ます。 

先週、６日・７日と、阿蘇郡市の会長が集まり、宇土市で研修会

がございました。 

宇土市の平坦地でもやっぱり耕作放棄地、あるいはもう畑の中に

木が生えてきて、耕作できないような状態になってきているという

ようなお話で、ああいう農業が非常にしやすいというようなところ

でも、やっぱり、耕作放棄地が大分増えてきているというようなこ

とでした。 

農業委員会としても、いち早く耕作放棄地等が確認されれば、情

報を共有しながら、新たな耕作者を探すというようなことを、進め

ていかなければ、だんだんと耕作放棄地等が増えてくるのではない

かというようなことでした。 

宇土市の農業委員会も、いろいろ活動しているというような報告

を受けました。 

また、地域計画等も策定されておりますので、それに向けて農業

委員会一丸となって前進していきたいとそう言っておられました。 

その後、みかんのデコポン農家に行きまして、視察をしてきたと

ころでございます。 

報告としては以上ですが、今後、高森においても耕作放棄地等を
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見られたら、早めにあまり荒れないうちに新しい耕作者を探すため

に、そういった状況報告を、よければ役場等に連絡していただき、

いち早く解消できるようにしていきたいというふうに考えておりま

す。 

では、これから総会に入っていきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

事 務 局 ありがとうございました。 

それでは、議事に移りたいと思います。 

会長に議事進行をお願いいたします。 

 

議  長 はい。では、「議第２９号」 

 

事 務 局 高森町農業委員会会議規則第１３条第２項の規定による議事録署

名委員の指名に関する件。 

本委員会の決定に附する。 

令和７年１１月１０日提出、高森町農業委員会会長 芹口民雄。 

 

議  長 はい。では議事録署名委員ですけれども、今回は６番委員、それ

から７番委員にお願いをしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

では、「報告第４号」 

事 務 局 農地法第３条の３第１項の規定による届出について。 

別紙のとおり本委員会に報告する。 

令和７年１１月１０日提出、高森町農業委員会会長 芹口民雄。 

 

議  長 はい。これは報告ですので、事務局から御説明をお願いいたしま

す。 

 

事 務 局 ４ページをお開きください。 

番号１、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、相続

人、被相続人、届出日、あっせん希望については下記のとおり、届

出事由につきましては親から子への相続です。 

補足資料は、３ページの赤枠で囲ってある筆です。 

 

続きまして、番号２、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記

面積、相続人、被相続人、届出日、あっせん希望については下記の

とおり、届出事由につきましては親から子への相続です。 
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補足資料は、４ページの赤枠で囲ってある筆です。 

 

続きまして、番号３、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記

面積、相続人、被相続人、届出日、あっせん希望については下記の

とおり、届出事由につきましては親から子への相続です。 

補足資料は、５ページから６ページの赤枠で囲ってある筆です。 

 

続きまして、５ページをお開きください。 

番号４、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、相続

人、被相続人、届出日、あっせん希望については下記のとおり、届

出事由につきましては親から子への相続です。 

補足資料は、７ページの赤枠で囲ってある筆です。 

 

続きまして、番号５、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記

面積、相続人、被相続人、届出日、あっせん希望については下記の

とおり、届出事由につきましては親から子への相続です。 

補足資料は、８ページの赤枠で囲ってある筆です。 

 

続きまして、番号６、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記

面積、相続人、被相続人、届出日、あっせん希望については下記の

とおり、届出事由につきましては親から子への相続です。 

補足資料は、９ページから１１ページの赤枠で囲ってある筆で

す。 

 

続きまして、６ページをお開きください。 

番号７、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、相続

人、被相続人、届出日、あっせん希望については下記のとおり、届

出事由につきましては親から子への相続です。 

補足資料は、１２ページの赤枠で囲ってある筆です。 

事務局からの説明は以上です。 

 

議  長 はい。何か質問等はありませんか。 

 

(複数委員) はい。 

 

議  長 なければ、報告ですので終わりたいと思います。 

 

では、「議第３０号」 

事 務 局 農地法第３条第１項の規定による許可申請に関する件。 
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別紙のとおり本委員会の決定に附する。 

令和７年１１月１０日提出、高森町農業委員会会長 芹口民雄。 

 

議  長 はい。では、３条の審議資料ですので、１番委員、お願いいたし

ます。 

 

１番委員 譲受人、譲渡人、その他農地の情報は左記のとおりです。 

親から子への農地の贈与ということで申請が上がっております。 

補足資料は、１３ページから１５ページです。 

よろしくお願いします。 

 

事 務 局 事務局から補足いたします。 

申請書及び全部事項証明書などに記載の情報から、農地法第３条

の許可要件のうち、農作業常時従事要件、地域との調和要件などの

要件を満たしております。 

以上のことから、総合的に見て、本許可申請については許可相当

であると判断しております。 

事務局からの補足は以上です。 

 

議  長 お父さんからのあれかな、贈与ということは。 

 

事 務 局 はい。家族間の贈与です。 

 

議  長 何か御質問はございませんか。 

 

(複数委員) ありません。 

 

議  長 はい。では、可決したいと思いますが、よろしいですか。 

 

(複数委員) はい。 

 

議  長 はい。番号１は可決します。 

 

では、「議第３１号」 

事 務 局 農地法第５条第１項の規定による許可申請に関する件。 

別紙のとおり本委員会の決定に附する。 

令和７年１１月１０日提出、高森町農業委員会会長 芹口民雄。 

 

議  長 はい。では、５条の審議資料です。 



 7 

では、番号１、８番委員、よろしくお願いします。 

 

８番委員 譲受人、譲渡人、土地の所在地、転用目的、転用理由は左記のと

おりです。問題はないと思われます。 

補足資料は、１６ページ、１８ページです。 

以上です。 

 

事 務 局 事務局から補足いたします。 

許可要件につきましては、申請書に事業計画書、位置図、見取

図、配水計画図などが添付されており、その内容から一般基準につ

いて、事務局は申請にかかる用途に遅滞なく供することの確実性、

計画面積の妥当性、周辺の農地等にかかる営農条件への支障の有無

について、適当または確実であると判断しています。 

申請地は農業公共投資の対象になっていない小集団の生産性の低

い第２種農地であることから、立地基準についても問題ないと判断

しております。 

事務局からの補足は以上です。 

 

議  長 はい。では、何か御質問等はございませんか。 

 

(複数委員) はい。 

 

議  長 はい。では、このことについて可決したいと思いますが、よろし

いですか。 

 

(複数委員) はい。 

 

議  長 はい。では、番号１は可決いたします。 

 

次、番号２。 

６番委員、御説明をお願いいたします。 

 

６番委員 譲受人、譲渡人、土地の所在地、転用目的、転用理由は左記のと

おりです。 

 

もう１つ、転用目的、農地の情報は左記のとおりです。 

補足資料は、１９から２１ページです。 

 

事 務 局 事務局から補足いたします。 
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許可要件につきましては、申請書に事業計画書、位置図、見取

図、配水計画図などが添付されており、その内容から一般基準につ

いて、事務局は申請にかかる用途に遅滞なく供することの確実性、

計画面積の妥当性、周辺の農地等にかかる営農条件への支障の有無

について、適当または確実であると判断しています。 

申請地は公園や学校等の施設が連担している区域、農地が点々と

散在している第３種農地であることから、立地基準についても問題

ないと判断しています。 

事務局からの補足は以上です。 

 

議  長 はい。何か御意見、御質問等はございませんか。 

なければ可決したいと思いますが、よろしいですか。 

 

(複数委員) はい。 

 

議  長 はい。では、これも可決いたします。 

 

では、「議第３２号」 

事 務 局 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用

集積等促進計画（配分）(案)の承認について。 

【中間管理・農地バンク一括方式】 

別紙のとおり本委員会の決定に附する。 

令和７年１１月１０日提出、高森町農業委員会会長 芹口民雄。 

 

議  長 はい。では、事務局、御説明をお願いいたします。 

 

事 務 局 事務局から説明いたします。 

１２ページをお開きください。 

番号１です。 

貸付人が農業公社を通して、借受人に対し、賃貸借権の設定をす

るものです。 

土地、貸付期間、賃借料につきましては、１２ページに記載のと

おりです。 

補足資料は、２３ページの赤枠で囲ってある筆です。 

 

続きまして、番号２です。 

貸付人が農業公社を通して、借受人に対し賃貸借権の設定をする

ものです。 

土地、貸付期間、賃借料につきましては、１２ページに記載のと
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おりです。 

補足資料は、２４ページの赤枠で囲ってある筆です。 

 

続きまして、番号３です。 

貸付人が農業公社を通して、借受人に対し賃貸借権の設定をする

ものです。 

土地、貸付期間、賃借料につきましては、１２ページに記載のと

おりです。 

補足資料は、２５ページの赤枠で囲ってある筆です。 

事務局からの説明は以上です。 

 

議  長 はい。何かございませんか。 

 

(複数委員) ありません。 

 

議  長 はい。では、この３件を承認したいと思いますが、よろしいです

か。 

 

(複数委員) はい。 

 

議  長 はい。では、農用地利用集積等促進計画を承認いたします。 

以上をもちまして、総会の審議は終了いたします。 

これで総会を終わります。 

 

 

 


